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2015 年 7 月 2 日 
実行関税率表 2015 年度版 新旧対照表（正誤表） 

 
附表「世界各国産品に対するわが国関税率（特恵税率，協定税率，国定税率）の適用状況表」の内容の一部を、次のように変更する。 
※イエメン、ジョージア及びクックに係る変更は 2015 年 4 月 1 日から。セーシェルに係る変更は 2015 年 7 月 1 日から。 
頁 新 旧 
1 （2015．7．1．現在） （2015．3．1．現在） 
2  

国又は地域 特恵 協定 国定 国名符号 
（省略） 

イエメン(Yemen) ③ ◎ ○  149 
（省略） 

ジョージア(Georgia) ④ ○ ○  157 
     

ヨーロッパ州(Europe) ⑤ 2 
（省略） 

アイルランド(Ireland) ⑥  ○  206 
（省略） 

スイス(Switzerland) ⑦  ○  215 
アゾレス(葡)(Azores(Portugal)) ⑧  ○  216 
ポルトガル(Portugal) ⑨  ○  217 
スペイン(Spain) ⑩  ○  218 
ジブラルタル(英)(Gibraltar(UK))  ○  219 
イタリア(Italy) ⑪  ○  220 
マルタ(Malta) ⑫  ○  221 
フィンランド(Finland)  ○  222 
ポーランド(Poland)  ○  223 
ロシア(Russia) ⑬  ○  224 

（省略） 
①～③ （省略） 
④ (旧グルジア) 
⑤ ロシア領アジアを含む。 

 
国又は地域 特恵 協定 国定 国名符号 

（省略） 
イエメン(Yemen) ③ ◎ △  149 

（省略） 
グルジア(Georgia) ○ ○  157 

（省略） 
ヨーロッパ州(Europe) ④ 2 

（省略） 
アイルランド(Ireland) ⑤  ○  206 

（省略） 
スイス(Switzerland) ⑥  ○  215 
アゾレス(葡)(Azores(Portugal)) ⑦  ○  216 
ポルトガル(Portugal) ⑧  ○  217 
スペイン(Spain) ⑨  ○  218 
ジブラルタル(英)(Gibraltar(UK))  ○  219 
イタリア(Italy) ⑩  ○  220 
マルタ(Malta) ⑪  ○  221 
フィンランド(Finland)  ○  222 
ポーランド(Poland)  ○  223 
ロシア(Russia) ⑫  ○  224 

（省略） 
①～③ （省略） 
（新規） 
④ ロシア領アジアを含む。 



2 
 

頁 新 旧 
⑥ Northern Ireland を含まない。 
⑦ Liechtenstein を含む。 
⑧ Fayal, Rico, San Jorge, Graciosa, Terceira, Sao Miguel 等の葡領諸島を

いう。 
⑨ マディラを含む。 
⑩ Baleares 諸島を含む。 
⑪ Vatican City 及び San Marino を含む。 
⑫ Goza を含む。 
⑬ ロシア領アジアを含む。 

⑤ Northern Ireland を含まない。 
⑥ Liechtenstein を含む。 
⑦ Fayal, Rico, San Jorge, Graciosa, Terceira, Sao Miguel 等の葡領諸島を

いう。 
⑧ マディラを含む。 
⑨ Baleares 諸島を含む。 
⑩ Vatican City 及び San Marino を含む。 
⑪ Goza を含む。 
⑫ ロシア領アジアを含む。 

5  
国又は地域 特恵 協定 国定 国名符号 

（省略） 
セーシェル(Seychelles) ○ ○  544 

（省略） 
 

 
国又は地域 特恵 協定 国定 国名符号 

（省略） 
セーシェル(Seychelles) ○ △  544 

（省略） 
 

6  
国又は地域 特恵 協定 国定 国名符号 

（省略） 
クック(Cook) ⑤ ○ ○  607 

（省略） 
 

 
国又は地域 特恵 協定 国定 国名符号 

（省略） 
クック諸島(Cook Islands) ⑤ ○ ○  607 

（省略） 
 

 
 
附表「EPA タリフデータ」の内容の一部を訂正する。 
頁 番号 EPA 税率 

正 誤 
290 7403.11-020 チリ ((500 円－課税価格)×2/11)/kg ((500 円/kg－課税価格)×2/11)/kg 

 7403.13-020 チリ ((500 円－課税価格)×2/11)/kg ((500 円/kg－課税価格)×2/11)/kg 
 7403.19-029 チリ ((500 円－課税価格)×2/11)/kg ((500 円/kg－課税価格)×2/11)/kg 

295 7901.11-020 インド 0.94円/kg又は((250円－課税価格)×0.4×6/11)/kgのうち

いずれか低い税率 
0.94円/kg又は((250円－課税価格)×0.4×4/11)/kgのうち

いずれか低い税率 
 


